
中小企業振興円卓会議 
 
 
 
 
 

 

設置根拠：松山市中小企業振興基

本条例第１３条第１項 

委員：１６名 

条例の推進組織 

松山市中小企業振興計画 

策定ワーキング会（３ＷＧ予定） 
 
 
 
 
 

設置根拠：松山市中小企業振興

基本条例第１２条第３項 

※ＷＧは、２６年度のみ設置 

ＷＧ ＷＧ ＷＧ 

松山市が計画策定において、 

外部の意見を聴取するため設置 

条例の推進組織として 

関係機関が設置 

専門部会 

計画策定 

協力依頼 

円卓会議の

委員が参加 

３ＷＧにおいて、意見を聴取し、 

計画の基本施策（案）を策定。 

「中小企業振興円卓会議」と「松山市中小企業振興計画策定ＷＧ会」との関係図 

別組織 

資料４ 


